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諮問庁：独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

諮問日：令和４年１２月１日（令和４年（独個）諮問第１２号） 

答申日：令和５年４月３日（令和５年度（独個）答申第１号） 

事件名：本人に対する医療費等の支給決定に関する文書の一部開示決定に関す

る件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の２に掲げる文書に記録された保有個人情報（以下「本件対象保有

個人情報」という。）につき，その一部を不開示とした決定は，結論にお

いて妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は，個人情報の保護に関する法律（以下「法」とい

う。）７６条１項の規定に基づく開示請求に対し，令和４年４月２７日付

け薬機発第０４２７０７９号により独立行政法人医薬品医療機器総合機構

（以下「機構」，「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行った一部開示

決定（以下「原処分」という。）について，その取消しを求めるというも

のである。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書によると，以下の

とおりである。 

   黒塗りされた部分の開示を求めます。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 本件審査請求の経緯 

   本件審査請求は，法７６条１項の規定に基づいて行われた開示請求に対

し，令和４年４月２７日付け薬機発第０４２７０７９号により，処分庁が

原処分を行ったところ，審査請求人から原処分において不開示とされた部

分の開示を求めるとして提起されたものである。 

２ 諮問庁としての考え方 

   本件審査請求に関し，原処分は妥当であり，本審査請求は棄却すべきも

のと考える。 

 ３ 理由 

 （１）機構について 

    機構は，平成１３年に閣議決定された特殊法人等整理合理化計画を受

けて，国立医薬品食品衛生研究所医薬品医療機器審査センター，医薬品
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副作用被害救済・研究振興調査機構及び財団法人医療機器センターの一

部の業務を統合し，独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成１４

年１２月２０日法律第１９２号。以下「機構法」という。）に基づいて

平成１６年４月１日に設立され，業務を開始している。 

    機構は，医薬品の副作用や生物由来製品を介した感染等による健康被

害に対して，迅速な救済を図り（健康被害救済），医薬品や医療機器な

どの品質，有効性および安全性について，治験前から承認までを一貫し

た体制で指導・審査し（承認審査），市販後における安全性に関する情

報の収集，分析，提供を行う（安全対策）ことを通じて，国民保健の向

上に貢献することを目的としている。 

（２）医薬品副作用被害救済制度の概要と調査の流れについて 

機構の健康被害救済部が所管する医薬品副作用被害救済制度（以下

「救済制度」という。）は，機構法に基づき，病院・診療所で投薬され

た医薬品，薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず

発生した副作用により，入院治療が必要な程度の重篤な疾病や障害等の

健康被害を受けた方の“迅速な救済を図る”ことを目的として医療費，

医療手当，障害年金等の救済給付を行う制度である（図及びＵＲＬ省

略）。 

医薬品等による健康被害にあったとされる者（以下「救済請求者」と

いう。）が，自ら，当該被害の治療等に要した医療費等に係る請求を行

う。請求に際しては副作用の原因とされる医薬品を処方した医師の投薬

証明書，副作用とされる疾病の治療等を行った医師の診断書を添付する。

救済請求者からの請求に応じて，健康被害救済部において医学・薬学の

外部専門家（以下「専門委員」という。）に意見を聞きながら因果関係

等に係る副作用判定調査を行い，厚生労働大臣に判定の申出を行う。厚

生労働大臣は，医学・薬学的事項について厚生労働省薬事・食品衛生審

議会（委員は医学・薬学の専門家）に諮問を行い，当該答申を得て処分

庁へ判定結果を通知する。処分庁は，請求に対する給付の可否の決定を

行い救済請求者に決定通知，給付を行う。もし，救済請求者が決定内容

に不服がある場合には，救済請求者が厚生労働大臣に対して審査申し立

てを行う。 

 （３）原処分で特定した保有個人情報について 

    機構は，本件開示請求に対し，以下の文書を保有個人情報として特定

し，その一部を不開示とする原処分を行った。 

① 令和３年１２月８日付薬機発第１２０８０１６号当機構理事長発厚

生労働大臣宛通知「医薬品副作用被害の判定申出について」及び同通

知別紙（通知にあたり作成した「副作用救済給付請求概要」，「副作

用被害調査報告書」，「事例概要及び症例経過概要表」並びにこの作



3 

成にあたり開示請求者から提出を受けた請求書，添付書類及び開示請

求者からの提出を受けるか，開示請求者からの同意を受けて当機構が

医療機関から取得した診療情報等を含む） 

② 令和４年１月５日付厚生労働省発薬生０１０５第７９号厚生労働大

臣発当機構理事長宛通知「医薬品副作用被害判定結果の通知について」

（別紙含む）及び同通知に基づく令和４年１月１１日付薬機発第０１

１１１１８号当機構理事長発開示請求者宛通知「医療費・医療手当支

給決定通知書」 

③ ①にあたり当機構が専門家協議のため発出した機構健康被害救済部

長発専門委員あて事務連絡「調査報告書の作成について（依頼）」案 

④ ③の事務連絡付属「参考」（当機構が専門委員に提示した資料） 

⑤ ③の事務連絡付属「調査報告書案」（専門委員からの回答書様式） 

⑥ ③の事務連絡により専門委員から提出を受けた専門協議回答 

 （４）不開示情報該当性について 

原処分において保有する個人情報のうちから不開示とした部分は， 

   ・ ①のうち，機構において補記した部分の機構職員氏名。 

   ・ ②のうち，開示請求者以外の者についての救済給付請求に関する情

報。 

   ・ ④ないし⑥のうち，機構職員及び専門委員の氏名。 

   である。 

    いずれも開示請求者以外の者に関する個人情報であり，法７８条２号

に該当し，法令の規定又は慣行により開示請求者が知ることができるも

のではなく，人の生命，健康，生活又は財産を保護するために開示する

ことが必要とされる理由もなく，公務員等の職及び職務遂行の内容に関

するものでもないため，同号ただし書きに該当せず不開示とすることが

妥当である。①及び④ないし⑥の機構職員の氏名については，調査報告

書作成に関与した担当職員の氏名が明らかになることで，調査結果に不

満のある者が担当職員に不当な圧力を加えることを容易にするものであ

り，副作用救済給付における調査業務の適正かつ円滑な遂行に著しい支

障を及ぼすおそれがある。また，併せて，④ないし⑥の専門委員の氏名

については，機構内部での審議，検討又は協議に関する情報であって，

開示することによって率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に

損なわれるおそれがある情報であり，また，開示することによって特定

の副作用救済給付の支給または不支給の決定について意見を述べた専門

委員が明らかとなり，決定に利害関係がある等の理由で判定結果に不満

がある者が意見を述べた専門委員に不当な圧力を加えることを容易にす

るものであり，これにより専門委員が率直な意見を述べることをちゅう

ちょすることにつながり，今後機構が行う副作用救済給付の請求への対
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応業務を円滑に実施することを妨げ，事務の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがある情報であることから，法７８条６号及び７号柱書きにも該

当する。 

 （５）審査請求を行うべき期限について 

    原処分は令和４年４月２７日付けであり，機構は同日付で開示決定通

知書を郵送にて開示請求者に発送した。普通郵便での発送のため到達の

記録はないが，発送先が遠方であること及びＧＷを挟む時期であること

から，５月に入ってから開示請求者に到達した可能性があると考えられ

る。一方，審査請求書は同年８月１日付であり，機構は同月５日に受理

している。 

    開示請求者は，審査請求書において，「文書を受け取った日が６月末」

である旨記載しており，これについては確認する術はないが，審査請求

の期限は，「原処分を知った日の翌日から換算して３か月以内」であり，

原処分の日付からの起算ではないこと及び上記の理由から５月以降に開

示請求者に到着した可能性があることから，８月１日付けの審査請求は，

期限を超過していないと判断した。 

 ４ 審査請求人の主張について 

   審査請求人が開示を求めている黒塗りされた部分は，上記３（４）のと

おり，いずれも法に定める不開示情報である。 

５ 結論 

以上のとおり，本件審査請求については，原処分を維持することが妥当

である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和４年１２月１日   諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同月２２日       審議 

④ 令和５年３月１６日   本件対象保有個人情報の見分及び審議 

⑤ 同月２８日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件開示請求について 

本件開示請求は，別紙の１に掲げる保有個人情報の開示を求めるもので

あり，処分庁は，本件対象保有個人情報の一部を法７８条２号に該当する

として不開示としたところ，審査請求人は不開示部分について開示するよ

う求めている。 

これに対して諮問庁は，不開示とする理由に法７８条６号及び７号柱書

きを追加した上で，不開示を維持することが妥当であるとしているので，

以下，本件対象保有個人情報を見分した結果を踏まえ，不開示部分の不開
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示情報該当性について検討する。 

 ２ 不開示情報該当性について 

（１）本件開示請求は，審査請求人が，機構法１６条により開示請求者の副

作用救済給付を機構に請求した件について，機構が支給を決定するまで

の一連の処理において作成又は取得した開示請求者の保有個人情報の開

示を求めるものであり，具体的に特定されたものは，別紙の２の①ない

し⑥に掲げる各文書に記録された保有個人情報である。 

このうち，審査請求人が開示を求めているのは，文書①，②，④ない

し⑥における不開示部分である。 

 （２）諮問庁は，不開示部分を不開示とすべき理由について，理由説明書

（上記第３の３（４））において，おおむね以下のとおり説明する。 

   ア 文書①における不開示部分 

当該部分は，審査請求人から機構理事長宛てに提出された「医療

費・医療手当請求書」に記載されている，機構において補記した部分

の機構職員の氏名である。これは開示請求者以外の者に関する個人情

報であり，法７８条２号に該当する情報であることから，法令の規定

又は慣行により開示請求者が知ることができるものではなく，公務員

等の職及び職務遂行の内容に関するものでもないため，同号ただし書

に該当しない。また，これを開示することによって，調査結果に不満

のある者が担当職員に不当な圧力を加えることを容易にするものであ

り，副作用救済給付における調査業務の適正かつ円滑な遂行に著しい

支障を及ぼすおそれがある。 

   イ 文書②における不開示部分 

     当該部分は，厚生労働大臣から機構理事長宛てに通知された「判定

結果一覧表」に記載されている，審査請求人に係る行を除く第三者の

副作用救済給付の請求に係る情報である。各行ごとに請求者である第

三者の氏名等の情報が記載されていることから，各行ごとに，法７８

条２号本文前段の特定の個人を識別することができる情報に該当し，

同号ただし書イないしハに該当する事情は認められない。 

   ウ 文書④ないし⑥における不開示部分 

当該部分は，個別案件の処理に関与した専門委員及び機構職員の氏

名である。開示請求者以外の者に関する個人情報であることから，法

７８条２号に該当するとともに，法令の規定又は慣行により開示請求

者が知ることができるものではなく，公務員等の職及び職務遂行の内

容に関するものでもないため，同号ただし書に該当しない。また，こ

れを開示することによって，調査結果に不満のある者が専門委員や担

当職員に不当な圧力を加えることを容易にするものであり，副作用救

済給付における調査業務の適正かつ円滑な遂行に著しい支障を及ぼす
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おそれがある。 

（３）以上を踏まえ検討する。 

   ア 文書①及び④ないし⑥における機構職員の氏名について 

当該部分は，諮問庁の説明（上記（２）ア及びウ）のとおり，審査

請求人が行った副作用救済給付請求の処理に関与した機構職員の氏名

であり，法７８条２号本文前段の開示請求者以外の特定の個人を識別

することができる情報に該当する。 

なお，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，機構

の職員で公表慣行があるのは管理職（課長）以上の者であるが，本件

の職員は課長以上の職員ではなく，対外的に公表している全職員の氏

名を掲載した職員録も存在しないとのことであった。これを踏まえれ

ば，当該部分について他に審査請求人が知り得る情報であると認める

べき事情は認められないため，同号ただし書イに該当しない。また，

同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。 

さらに，当該部分は，個人識別部分であることから，法７９条２項

の部分開示の余地はない。 

したがって，当該部分は，法７８条２号に該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 

   イ 文書②について 

当該部分は，諮問庁の説明（上記（２）イ）のとおり，判定結果一

覧表のうち，審査請求人以外の第三者による副作用救済給付の請求に

係る内容であるが，第三者が副作用救済給付の請求を行ったことと，

審査請求人が本件の副作用救済給付の請求を行ったことに何らかの関

係があるとは認められない。 

したがって，当該部分は，審査請求人を本人とする保有個人情報に

該当するとは認められず，諮問庁が不開示とすべきとしていることは，

結論において妥当である。 

   ウ 文書④及び⑥における専門委員の氏名について 

当該部分は，諮問庁の説明（上記（２）ウ）のとおり，個別案件の

処理に関与した専門委員の氏名である。 

当該部分については，特定の副作用救済給付の支給又は不支給の決

定について意見を述べた専門委員を明らかにした場合，決定に利害関

係がある等の理由で判定結果に不満がある者が意見を述べた専門委員

に不当な圧力を加えることを容易し，これにより専門委員が率直な意

見を述べることをちゅうちょすることにつながり，今後機構が行う副

作用救済給付の請求への対応業務を円滑に実施することを妨げ，事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法７８条７号柱書きに該当し，同条２号



7 

及び６号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当であ

る。 

 ３ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法７８条２

号に該当するとして不開示とした決定について，諮問庁が，不開示とされ

た部分は同条２号，６号及び７号柱書きに該当することから不開示とすべ

きとしていることについては，不開示とされた部分は，審査請求人を本人

とする保有個人情報に該当しない，又は同条２号及び７号柱書きに該当す

ると認められるので，同条６号について判断するまでもなく，結論におい

て妥当であると判断した。 

（第３部会） 

  委員 長屋 聡，委員 久末弥生，委員 葭葉裕子 
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別紙 

 

１ 本件開示請求 

医療費，医療手当請求に関して，請求から結果通知までにＰＭＤＡが作成，

又は，取得した個人情報 

 

２ 本件対象保有個人情報 

① 令和３年１２月８日付薬機発第１２０８０１６号当機構理事長発厚生労

働大臣宛通知「医薬品副作用被害の判定申出について」及び同通知別紙

（通知にあたり作成した「副作用救済給付請求概要」，「副作用被害調査

報告書」，「事例概要及び症例経過概要表」並びにこの作成にあたり開示

請求者から提出を受けた請求書，添付書類及び開示請求者からの提出を受

けるか，開示請求者からの同意を受けて当機構が医療機関から取得した診

療情報等を含む） 

② 令和４年１月５日付厚生労働省発薬生０１０５第７９号厚生労働大臣発

当機構理事長宛通知「医薬品副作用被害判定結果の通知について」（別紙

含む）及び同通知に基づく令和４年１月１１日付薬機発第０１１１１１８

号当機構理事長発開示請求者宛通知「医療費・医療手当支給決定通知書」 

③ ①にあたり当機構が専門家協議のため発出した当機構健康被害救済部長

発専門委員あて事務連絡「調査報告書の作成について（依頼）」案 

④ ③の事務連絡付属「参考」（当機構が専門委員に提示した資料） 

⑤ ③の事務連絡付属「調査報告書案」（専門委員からの回答書様式） 

⑥ ③の事務連絡により専門委員から提出を受けた専門協議回答 

 

 

 


